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１ 策定の根拠等

・京都府食の安心・安全推進条例第５条に基づき策定

・当該計画は、「京都府行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例」に基づき、議会報告

の上、府議会の議決が必要

・第６次の行動計画（令和４～６年度）は令和６年度までの計画のため、第７次計画を令和６

年度中に策定

２ 策定スケジュール
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資料１
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・原発事故に伴う食品

の放射性物質への不

安 

・牛肉等生食に伴う食

中毒事件 

・輸入食品に係る事件

の発生や食品添加物

の問題 

・情報の氾濫と信頼で

きる情報の不足が不

安を拡大 

・ウナギ、米などにおけ

る産地偽装 

①  放射性物質に対

する食品安全管理

体制の強化（新規) 

② 食の安心感向上 

に向けた情報提供 

の強化と府民参画   

（充実） 

③ 監視・指導・検査 

の強化  （充実） 

④ 安心・安全の基盤 

づくり    （充実） 

第３次計画（25～27） 

●府民の安心確保の 

ための取組を強化 

情報共有化と府民参画

で推進 

・安心確保のための放

射性物質等検査 

・多様な広報媒体を活

用し、府民目線で効果

的に情報提供 

・食品表示相談窓口等

の充実 

食への不信感 

・食品表示偽装が多発

（中国産→国産） 

 

・輸入食品に係る事件

の続発 

 

・食に関する情報の不

足 

① 相互理解と府民 

参画     （新規） 

 

② 監視・指導の強化 

（充実） 

 

③ 安心・安全の基盤 

づくり    （継続） 

 

・リスクコミュニケータ

ーの育成 

・食の安心・安全協働サ

ポーター 

・食品収去検査の充実

強化 

・適正な食品表示に向

けた取組強化 

第２次計画（22～24） 

●府民の「食」への不

安を少しでも軽減で

きる取組を優先 

府民参画と協働により

推進 

食の不安の高まり 

消費者庁の設置 

京都府食の安心･安全行動計画の推移 第１～４次 
 

① 安心・安全の基盤 

づくり 

 

② 安心・安全の担保 

 

③ 信頼づくり 

 

・きょうと信頼食品登録

制度 

・鶏卵・鶏肉トレーサビ

リティシステム 

・食品収去検査の実施 

・適正な食品表示に向

けた取組 

 

<生産現場で＞ 

・半年前の卵の出荷 

 

・大手乳業での食中毒 

 

・ＢＳＥが国内で発生 

 

・高病原性鳥インフルエ

ンザが府内で発生 

 

＜表示についても＞ 

・大手企業の食品偽装 

 

第１次計画（19～21） 

●生産基盤の改善が 

急務 

 (最優先して対応） 

消費者の目線に立って

推進 

食

を
取

り
巻

く
環

境

の
変

化 

計

画

の
柱

（
骨

子

） 

特

徴

的

な

取

組 

・京都ならではの食の

情報を国内外に発信 

・多様な広報媒体を活

用し、府民の関心に

応える効果的な情報

提供 

・食品表示法の施行等

の新たな動きに対し、

府民・事業者への啓

発 

・食品表示法の施行等の 

新たな動き 

・誰もが容易に情報入手・

発信可能になり、食の安

全に関する情報が氾濫 

・和食のユネスコ無形文化

遺産登録 

・食品の産地偽装や飲食

店等におけるメニュー偽

装等の発生 

・国におけるＨＡＣＣＰ等の

導入推進 

第４次計画（28～30） 

●「食」にかかる正しい

情報を国内外に発信 

食への不信感 

食への関心の高まり 

①  食の安心感向上

に向けた情報提供

の強化と府民参画  

（充実） 

② 京都ならではの 

きめ細やかなサポ

ートの充実（新規） 

③ 監視・指導・検査 

の強化   （充実） 

④ 安心・安全の基盤 

づくり    （充実）

安心・安全対策の強化

と情報発信 
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・食品の産地偽装や食中毒

等の発生  
 

・持続可能な社会に向けた取

組の推進 
 

・食品表示法等の食に関す

る法制度への対応  
 

・新しい生活様式や通信技

術の普及  
 

・食品の販売形態や消費者

ニーズの多様化  

第７次計画（７～11） 

●消費者と食品関連事業者

の相互理解の推進  

① 生産から消費に至る 

食品の安全性の確保  

（充実） 

 

② 食品関連事業者の 

自主的な取組の促進  

（充実） 

 

 

③ 消費者への情報提供の

充実と相互理解  

（充実） 

府内で生産・流通する食品の安
全や信頼の確保と消費者への
正確な情報発信  

・生産現場や加工流通段階

での各過程における監視、

指導、検査等  
 
・食品表示やＨＡＣＣＰ制度

に関する研修機会の提供

や持続可能な農業の推進

等  
 
・府民と食品関連事業者の

交流や SNS、動画等デジタ

ル技術を活用した情報発

信等  

食への信頼、 

持続可能性の確保  

京都府食の安心･安全行動計画の推移 第５～７次 

 

・  

 

・食品衛生法及び食品表示

法の改正等  

 

・食中毒等の発生傾向の変

化  

 

・食品の提供主体・形態の多

様化 

 

・情報収集手段の多様化  

 

第６次計画（４～６） 

●変化する食の安心・安全

への適応  

 

・生 産現場や流通での監

視・検査等の体制確保  

 

・ＨＡＣＣＰ、原料原産地表

示等の新たな制度への事

業者向けサポート等  

 

・府民と事業者の意見交換

の促進や SNS、動画、オン

ライン会議等による情報発

信  

 

食を取り巻く変化や 

価値観の多様化  

 

「新しい生活様式」に対応した 

食の安心・安全体制の構築  

 

① 食の安全性確保に向け

た行政による監視・検査

体制の確保     （充実） 

 

② 食を取り巻く変化に対

応する食品関連事業者

等の自主的な取組の促

進           （充実） 

 

③ 府民の食に関する信頼

感向上と選択力向上に

向けた正確な情報の提

供           （充実） 

 

・食品表示法に基づく表示

基準の改正、ＨＡＣＣＰ制

度化等への事業者向けサ

ポート等  

・ＩＣＴツールを活用した情報

発信や消費者と食品事業

者等の意見交換の場の増

加  

・生 産現場や流通での監

視・指導・検査・相談の強

化  

 

・食品表示法に基づく表示基準

の改正やＨＡＣＣＰの制度化等  

 

・食の安全に関する情報の氾

濫  

 

・食品の偽装や食中毒等の発生 

 

・少子高齢化等への対応  

 

 

第５次計画（１～３） 

●食の安心・安全を支える体

制の強化  

 

めまぐるしく変化する 

食環境  

① 新たな法制度に適応で

きる食品関連事業者等

の育成        （充実） 

 

 

② 食の信頼感向上に向け

た情報の提供と府民の食

の選択力向上   （充実） 

食品関連事業者の育成と 

府民の食の選択力向上  
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